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１．業務実施方針 

１）現処分場の概要 

下波田埋立処分場（以下「現処分場」という）は供用 36 年目の施設です。現処分場の

埋立物は、益田市リサイクルプラザの残渣物（不燃性一般廃棄物）、益田地区広域クリ

ーンセンターから排出される残渣物（資源化に不適な焼却残渣、溶融飛灰）等です。 

表 1 現処分場の概要 

項 目 概 要 

施

設 

名称 下波田埋立処理場 

種類 一般廃棄物最終処分場 

設置場所 益田市下波田町 490 番地外 

設置時期 1985 年（昭和 60 年） 

面積・埋立容量 面積  13,300（m2） 埋立容量  146,629（m3） 

廃棄物の種類 焼却処理後の残渣物、焼却以外の中間処理後の残渣物 など 

埋立方式 ごみと覆土を交互に埋立処理するセル方式 

擁壁・堰堤等 逆 Y型擁壁  H＝8.0m L＝38.0m 

遮水工 厚 1.5mm シート貼り 

雨水集排水設備 埋立完了区域に順次敷設 

浸出水集排水設備 φ400 

浸出水処理設備 回転円板+凝集沈殿+沪過+活性炭吸着 

ガス排除設備 φ100 

放流水質 
BOD COD SS pH 大腸菌群数 

10 ppm 10 ppm 10 ppm 6.5～8.5 50 MPN／100mL 

放流方法 
浸出水処理設備より防災調節池に入り、延長 100m のコンクリート

水路を経て河川に放流する（平均水量 35 ㎥／日） 

放流先 波田川（県河川） 

 

出典：国土地理院地図 

図 1 現処分場の航空写真  

現処分場 

(現在の埋立区域) 
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２）最終処分量の見込み 

年間の最終処分量は、令和 2～4 年度において約 1,400 ㎥で推移することが見込まれ

ます。なお、令和 5 年度から益田地区広域クリーンセンターの溶融炉を停止し、飛灰を

資源化せずに埋立する予定であるため、年間の最終処分量は、約 1,500 ㎥となる見込み

です。 

そのため、現処分場は、令和 12年度で満杯（埋立終了）になると想定しています。（想

定方法の詳細は資料編参照） 

 

 

図 2 埋立量、残余容量の推移 

 

表 2 埋立量内訳 

 項 目 R2～R4 R5 以降 

焼却処理後の残渣物 飛灰 ㎥ 215 349 

 不燃物 ㎥ 51 51 

焼却以外の中間処理後の残渣物   ㎥ 356 356 

海岸漂着物   ㎥ 0 0 

し尿汚泥（沈砂）   ㎥ 2 2 

覆土＋溝土   ㎥ 728 761 

合計 ㎥ (1,400≒)1,352 (1,500≒)1,519 
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３）次期処分場の必要性 

最終処分場の整備には、表 3のとおり、候補地選定に 1年、地元調整に 1年、交付金

申請等に 1年、環境調査・設計等に 3年、建設工事に 3年を要するため、長期間を要し

ます。そのため、候補地選定等に早急に着手して、計画的に事業を進める必要がありま

す。 

また、次期処分場の整備は、廃棄物処理法※に基づいて、本市として適切かつ安定的に

一般廃棄物の処分を行うためにも重要です。 

 

表 3 最終処分場整備の流れ 

事業 
候補地 

選定 
地元調整 

交付金 

申請等 

環境調査 

・設計等 
建設工事 合計 

期間 1 年 1 年 1 年 3 年 3 年 9 年 

 

※廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和四十五年法律第百三十七号） 

（市町村の処理等） 

第六条の二 市町村は、一般廃棄物処理計画に従って、その区域内における一般廃棄物

を生活環境の保全上支障が生じないうちに収集し、これを運搬し、及び処分しなければ

ならない。 
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４）業務の流れ 

以上より、本業務では、次期処分場整備の事業化に向けて、施設規模や概算工事費、

事業工程、今後の検討課題等、必要事項を定めた基本構想を作成します。 

必要事項については、以下の流れで検討を進めます。 

 

 

図 3 業務の流れ 

  

最終処分場の施設規模 

・最終処分対象物の設定 （ごみ処理フロー、最終処分対象物 等） 

・最終処分量の設定 （最終処分量、覆土量、計画埋立量 等） 

施設の設備構成等 

・設備構成  （最終処分場の型式、施設構成、施工事例 等） 

・浸出水処理計画 （浸出水処理施設の処理フロー、処理規模 等） 

施設計画等 

・施設配置計画  （平面図、断面図 等） 

・維持管理計画  （動線計画、最終処分場維持管理、埋立工法 等） 

整備事業に係る工程計画 

・整備事業の工程計画 

・関連する手続き 

概算事業費と財源内訳 

・概算事業費 

・財源内訳 

問題点・課題の整理 

・ごみ処理体制について 

・今後の事業推進について 
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２．最終処分場の施設規模 

２－１．最終処分対象物の設定 

１）ごみ処理フロー 

益田市（以下、「本市」という）で排出された燃やせるごみとステーション収集困難

物は、益田地区広域クリーンセンターで処理されます。益田地区広域クリーンセンター

から排出される焼却処理後の残渣物は、現処理場に埋立されます。 

なお、スラグ・メタルは、令和 5年度から灰溶融設備を停止するため、主灰をセメン

ト原料化し、飛灰を現処分場に埋立する予定です。 

埋め立てるごみと資源ごみは、益田市リサイクルプラザで処理され、最終的な残渣物

（焼却以外の中間処理後の残渣物）が現処理場に埋立されます。 

その他、現処理場に埋立されるものとしては、地域清掃により回収される溝土や海岸

漂着物、益田市久城が浜センター（し尿処理施設）から排出される沈砂があります。 

 

 

図 4 本市のごみ処理フロー 

  

※令和5年度以降
灰溶融設備を停止予定

ステーション収集困難物

埋め立てるごみ

資源ごみ

益田地区
広域クリーンセンター

燃やせるごみ

益田市
リサイクルプラザ

下波田埋立処理場

資源化

残渣物

残渣物

焼却可能物

資源物

収集・直接搬入 中間処理 最終処分 資源化

スラグ、メタル

海岸漂着物
溝土

沈砂

地域清掃 益田市久城が浜センター

※海岸漂着物は
民間委託に変更予定
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２）最終処分対象物 

次期処分場の最終処分対象物は、基本的に、現処分場で埋立している廃棄物と同一と

します。 

なお、焼却処理後の残渣物である飛灰は、令和 5年度から現処分場に埋立予定である

ため、次期処分場の最終処分対象物に含むものとします。 

また、海岸漂着物は、今後、民間業者に処理を委託する予定であるため、埋立対象か

ら除外します。 

そして、次期処分場では、近年、多発している災害への対応を踏まえ、災害廃棄物の

埋立についても考慮します。 

 

表 4 最終処分対象物 

最終処分対象物 

焼却処理後の残渣物 飛灰 

 不燃物 

焼却以外の中間処理後の残渣物 

し尿汚泥（沈砂） 

溝土 

災害廃棄物 
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２－２．最終処分量の設定 

１）最終処分量 

次期処分場における最終処分量は、表 5 のとおり設定します。 

焼却処理後の残渣物である不燃物、焼却以外の中間処理後の残渣物は、一般廃棄物処

理基本計画（平成 29年 3月）の将来推計の結果によると、概ね一定で推移することが想

定されているため、計画する最終処分量は、令和元年度の実績と同等として見込みます。 

なお、焼却処理後の残渣物である飛灰は、令和 5年度の灰溶融設備が停止した後のも

のであるため、益田広域クリーンセンターでの試算結果を基に、実績の 1.62 倍を見込み

ます。 

し尿汚泥（沈砂）は、令和元年度で 4ｔでしたが、現場（益田市久城が浜センター）へ

のヒアリングを参考に、6ｔ/年を見込みます。 

溝土は、これまで覆土とともに計上されていたため、覆土と溝土の内訳を現場（現処

分場）へのヒアリングにより確認し、145ｔ/年を見込みます。 

災害廃棄物の最終処分量は、「災害廃棄物対策指針（平成 30年 3月）環境省」、「同 

指針 技術資料【技 14-4】既存の廃棄物処理施設における災害廃棄物等の処理可能量の

試算（平成 31年 4月 1日改定）」を参考に設定します。 

 

表 5 最終処分量 

項目 計画量 備考 

通常

ごみ 

焼却処理後の残渣物 飛灰 t/年 561 R1 実績 346ｔ×1.62 

 不燃物 t/年 54 R1 実績 54ｔ 

焼却以外の中間処理後の残渣物 t/年 379 R1 実績 379ｔ 

し尿汚泥（沈砂） t/年 6 現場ﾋｱﾘﾝｸﾞ 

溝土 t/年 145 現場ﾋｱﾘﾝｸﾞ 

合計（通常ごみ） t/年 1,145  

災害廃棄物 t/年 400 資料編参照 

合計（通常ごみ＋災害廃棄物） t/年 1,545  
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２）覆土量 

(1) 覆土の目的 

覆土は、悪臭の発散防止、廃棄物の飛散・流出防止、衛生害虫獣の繁殖防止、火災の

発生・延焼防止ならびに景観の向上等周辺環境保全上の対策として行います。 

 

(2) 覆土量の設定 

覆土量は、次期施設整備事業を循環型社会形成推進交付金対象事業として実施するた

め、交付金要件等に配慮して、最終処分量の 1/3※とします。 

 

表 6 覆土量 

項目 年間 最終処分量 年間 覆土量 

通常ごみ t/年 1,145 382 

災害廃棄物 t/年 400 133 

 ※衛環第 74号 平成 11年 9月 2日 廃棄物処理施設整備計画書の提出について  
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３）計画埋立量（年間） 

計画埋立量は、最終処分量と覆土量の合計とします。 

なお、埋立容量は、体積換算係数（文献値）を用いて算出します。 

 

表 7 計画埋立量 

項目 
埋立重量 体積換算係数 埋立容量 

t/年 m3/t m3/年 

通常 焼却処理後の残渣物 飛灰 561 0.77※0 432 

ごみ  不燃物 54 1.16※1 63 

 焼却以外の中間処理後の残渣物 379 1.16※1 440 

 し尿汚泥（沈砂） 6 0.56※0 3 

 溝土 145 0.56※0 81 

 覆土 382 0.56※0 214 

 合計 覆土除く 1,145 ― 1,019 

 合計 覆土含む 1,527 ― 1,233 

災害 災害廃棄物 400 2.34※2 936 

廃棄物 覆土 133 0.56※0 75 

 合計 覆土除く 400 ― 936 

 合計 覆土含む 533 ― 1,011 

合計 覆土除く 1,545 ― 1,955 

 覆土含む 2,060 ― 2,244 

※1 不燃主体の文献値における平均を採用 

※2 多種多様な廃棄物と想定されるため、不燃主体の文献値における最大値を採用 

 

表 8 体積換算係数(文献値) 

項目 体積換算係数 

焼却灰 m3/t 0.77 

不燃主体 m3/t 0.63～2.34（平均 1.16） 

真砂土 m3/t 0.56 

※焼却灰、不燃主体の体積換算係数：埋立処分場における浸出液処理システム設計指針及び解説(案) 

※真砂土の体積換算係数：廃棄物最終処分場整備の計画・設計・管理要領 
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４）計画埋立量（埋立期間全体） 

(1) 埋立期間 

最終処分場の埋立処分を行う期間は、「廃棄物最終処分場の性能に関する指針につい

て」において、「計画する埋立処分を行う期間内（15 年間程度を目安とし、これにより

難い特別な事情がある場合には、必要かつ合理的な年数とする）」とあることから、本

基本構想では、埋立期間を 15年間とします。 

 

 埋立期間  15 年 

 

 

(2) 計画埋立量（埋立期間全体） 

したがって、計画埋立量（埋立期間全体）は、埋立期間 15年間※として埋立量を累積

した結果から、22,000 ㎥とします。（累積結果の詳細は資料編参照） 

 

 次期処分場 計画埋立量  22,000 ㎥ 

 

※埋立期間 15年は、1施設分を想定しています。ただし、将来的に、用地確保が一

層困難になると予想されるため、予め 2～3 施設分（埋立期間 30～45 年）を前提

に検討する必要があります。 
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３．施設の設備構成等 

３－１．設備構成 

１）最終処分場の型式 

最終処分場の型式としては、オープン型と被覆型の 2 種類があります。それぞれの現

場写真を以下に示します。 

 

 

 

図 5 最終処分場の現場写真（上：オープン型、下、被覆型） 

  

岡山県総社市 最終処分場 

島根県大田市 最終処分場 
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２）オープン型と被覆型の特徴 

オープン型は、従来から整備されてきた処分場であるのに対し、被覆型は 1988 年から

整備され、現在、全国に 80 件以上の実績があります。 

オープン型と被覆型の大きな違いは、被覆施設の有無です。被覆型は、埋立地が被覆

施設で覆われることによって、降雨等の自然環境による埋立地への影響が制御でき、ま

た、埋立物の飛散防止等によって生活環境への影響を抑えることができます。ただし、

被覆施設の整備費や、埋立地が閉鎖されるため換気や散水等の内部環境管理の費用が別

途必要となります。 

それぞれの模式図を図 6に、特徴を表 9 に示します。 

 

 

図 6 最終処分場の模式図（上：オープン型、下：被覆型） 

P

放流

浸出水処理施設

浸出水調整槽

浸出水

降雨

遮水シート

埋立物

埋立物

降雨

散水

遮水シート

浸出水

浸出水調整槽

放流

降雨

P

P

浸出水処理施設



13 

 

 

表 9 オープン型と被覆型の特徴 

項 目 被覆型 オープン型 

自然環境の 

制御 
降雨等 

屋根等の被覆構造により、埋立地を

降雨等の気象条件からコントロール

することが可能である。 

気象条件をまともに受け、埋立地

のコントロールは困難である。 

生活環境への 

影響 

ごみの飛散、 

悪臭、害虫・獣、 

公共水域水質、 

地下水水質 

閉鎖空間内で人工的に制御できるた

め、外部の生活環境への影響は大幅

に軽減できる。 

気象条件のコントロールが困難な

ため、生活環境が生じる可能性が

ある。 

埋立施設 

内部環境 

害虫・獣、悪臭、 

ガス・温度、 

災害 

中間覆土、最終覆土で対処する（即

日覆土は原則的に行わない。焼却灰

単独埋立は中間覆土は行わない）。 

閉鎖空間であるため、内部作業環境

維持のため換気等の必要な対策を講

じる。 

即日覆土、中間覆土、最終覆土等で

対処する。 

埋立地の安定化と廃止時期 

基本的に人工的に安定化促進を行

う。人工散水、好気埋立(または準好

気的埋立)による安定化促進が可能

である。オープン型に比べて閉鎖ま

での期間は短くなると予想される。 

基本的には、自然的安定化される。 

自然降雨、準好気的埋立により、安

定化の速度は、自然まかせである。 

埋立地の 

主要施設の 

特徴 

貯留構造物 

（覆蓋を含む） 

貯留構造物はオープン型と同様であ

るほか、掘り込みタイプが主体であ

る。覆蓋の種類は数種類である。 

ダム（土堰堤、コンクリートダム）

タイプが主体であるほか、平地は

掘り込みタイプが主体。 

遮水工 オープン型と同様 二重遮水工 

浸出水処理 

施設 

施設規模は人工散水量により決ま

る。基本的にオープン型と大差はな

いが、埋立区画の管理により施設規

模は小さくできる可能性が大きい。 

施設規模は大雨時の降雨規模で決

まる。 

浸出水調整槽 
人工散水であり、散水量の変動が少

なく、調整槽の規模は小さい。 

大雨時に対応できる調整槽の規模

が必要であり、規模は大きくなる。 

浸出水集排水 

施設 
オープン型と同様 底部集排水管、堅集排水管を配置 

地下水集排水 

施設 
オープン型と同様 底部に地下水集排水管を配置 

工事費 

オープン型に対して、覆蓋が工事費

増の要素、浸出水処理施設関係（処

理設備、調整槽）が工事費減少の要

素。トータルコストはケースバイケ

ースである。 

大きく分類すると土木工事と浸出

水処理施設工事に分けられる。 

維持管理費 

埋立地の安定化が早まり、廃止の時

期が早まれば維持管理費が安くな

る。 

主として、浸出水処理施設の運転

費があるが、廃止の時期まで継続

運転する必要がある。 

地域社会との合意形成 

生活環境影響が解消され、外見から

は埋立地のイメージがないため地域

社会に受け入れられやすい。 

基準省令に則った安全性が高く、

環境保全に配慮したモデル的な処

分場のイメージを地域社会に根気

よく PRし、合意形成を図る必要が

ある。 

※クローズドシステム処分場技術ハンドブック 平成 24年 12 月（特定非営利活動法人最終処分場技術システム

研究協会）  
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３）最終処分場の設備構成 

最終処分場の設備は、大きく主要施設、管理施設、関連施設に分類されます。 

主要施設は、埋立物を貯留する貯留構造物や、埋立物から発生する浸出水の集排水施

設、浸出水処理施設等です。（最終処分場の機能を担う主要施設については、概要を資

料編に示す。） 

管理施設は、埋立物の搬入管理、環境への影響を監視することを目的とした施設です。 

関連施設は、埋立前の処理や、飛散防止、防火施設等の付帯施設です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 7 最終処分場の施設構成 

 

  

主要施設 

貯留構造物 

遮水工 

雨水集排水施設 

浸出水集排水施設 

地下水集排水施設 

浸出水処理施設（浸出水処理設備、浸出水取水設備、浸出水調節設備、 

浸出水導水設備、浸出水放流設備） 

埋立ガス処理施設 

被覆施設（※被覆型のみ） 

管理施設 

搬入管理施設   

環境監視（モニタリング）施設 

管理棟 

管理道路 

その他（洗車場） 

関連施設 

埋立前処理施設（破砕、選別、洗浄等） 

内部環境制御・安定化促進施設（※被覆型のみ） 

搬入道路 

飛散防止施設 

立札、門扉、囲障施設 

防火施設 

防災施設（防災調整池、砂防施設、地すべり防止施設） 
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４）近年の施工事例 

近年の最終処分場施工事例として、過去 5年間に着工した実績を以下に示します。方

式としては、被覆型が多くを占めています。 

 

表 10 近年の最終処分場施工事例 

 

都道府県 事業主体名 施設規模 工期
稼働状況

令和2年度時点
方式

三重県 三重県津市
埋立面積：12,000m2
埋立容量：180,000m3(90,000m2×2槽)

H27.6～H29.3 供用中 被覆型

神奈川県 湯河原町真鶴町衛生組合
埋立面積：5,649m2
埋立容量：77,350m3

H27.1.15～R1.7 供用中 被覆型

神奈川県 三浦市
埋立面積：3,610m2

埋立容量：48,900m3
H28.6.22～R2.3 供用中 被覆型

栃木県
宇都宮市新最終処分場(仮称)
第2エコパーク

埋立面積：約26,000m2
埋立容量：約290,000m3

H29.3～R2.3.26 供用中 被覆型

北海道 稚内市
埋立面積：13,894m2
埋立容量：140,152m3(覆含む)

H30.8.1～H32.11.30 建設中 被覆型

千葉県 東総地区広域市町村圏事務組合

埋立面積：3,496m2

埋立容量：約37,000m3(覆士含む)
敷地面積：約20,290m2

H30.11.29～H33.3.25 建設中 被覆型

北海道 とよころドーム処分場(第3期)
埋立面積：20,541m2(全体4期)
埋立容量：109,545m3(全体4期)

H29.5～H29.11 供用中 被覆型

栃木県 県営処分場　エコグリーンとちぎ
埋立面積：約48,000m2
埋立容量：約600,000m3

H29.12～H34.12
(設計期間を含む)

建設中 被覆型

茨城県 水戸市第三最終処分場埋立施設
埋立面積：約12,000m2
埋立容量：約74,000m3

H30.5～未定
(予定ではH32.6竣工)

建設中 被覆型

新潟県 長岡市
埋立面積：7,508m2
埋立容量：109,870m3

H28.4～H33.3 建設中 被覆型

群馬県 館林衛生施設組合 埋立容量：40,000m3 H27.9～H29.11 供用中 被覆型

岡山県 美作市、西栗倉村 埋立容量：8,300m3 H29～H31.3 供用中 被覆型

北海道 網走市 埋立容量：139,000m3 H28～H30 供用中 オープン型

新潟県 長岡市 埋立容量：109,870m3 H29～R3.4 建設中 被覆型

山形県 置賜広域行政事務組合 埋立容量：128,000m3 H29～R2.3 R3.8供用予定 オープン型

鹿児島県 北薩広域行政事務組合 埋立容量：45,247m3 H29～R2.3 供用中 オープン型

北海道 苫小牧市 埋立容量：89,500m3 H30.6.19～R2.9.30 建設中 不明

新潟県 糸魚川市 埋立容量：6,000m3 H30.12.20～R3.3.19 建設中 被覆型

鳥取県 鳥取中部ふるさと広域連合 埋立容量：36,000m3 H30.4～R2.8 供用中 オープン型

熊本県 菊池環境保全組合 埋立容量：130,000m3 H30.9.3～R4.3.25 建設中 被覆型

福島県 会津若松地方広域市町村圏整備組合 埋立容量：160,000m3 R2.1.15～R4.3.31 建設中 オープン型

栃木県 那須地区広域行政事務組合 埋立容量：60,000m3 R1～R3 建設中 被覆型

島根県 邑智郡総合事務組合 埋立容量：9,000m3 H31.4.19～R4.3.25 建設中 オープン型

※都市と廃棄物(環境産業新聞社発刊)、特定非営利活動法人最終処分場技術システム研究協会のホームページを基に作成
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３－２．浸出水処理計画 

埋立地から発生する浸出水は、浸出水処理施設により処理することを基本とします。な

お、建設用地によっては、下水道等の排水処理施設を利用します。 

次期処分場における浸出水処理施設の処理フローと施設規模は、以下のとおりです。 

 

１）基本とする処理フロー 

浸出水の処理フローは、最終処分対象物に応じて、適切に処理工程を組み合わせるこ

とを基本とします（浸出水処理に求められる対策については資料編参照）。 

浸出水処理施設の基本とする処理フローは、以下のとおりとします。 

 

 

 

 

 

 

 

図 8 浸出水処理の基本とする処理フロー 
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プロセス 

砂ろ過処理 

プロセス 

高度処理 

プロセス 

消  毒 

プロセス 
放流 
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２）浸出水処理施設の処理規模 

(1) オープン型の場合 

オープン型の浸出水処理施設の施設規模は、埋立地に降雨が流入することにより浸

出水量が変動することを考慮して、計画流入量（施設規模）と浸出水調整設備の容量

を踏まえて算出します。 

浸出水処理施設の施設規模は、降雨量を基に算出します。また、浸出水調整設備の

容量は、降雨実績を用いて浸出水量と浸出水処理施設の施設規模の組み合わせでシミ

ュレーションを行い、算出します。（算出方法は資料編参照） 

本基本構想では、浸出水処理施設の施設規模と浸出水調整設備の容量を表 11 のと

おり想定します。 

 

表 11 各ケースの浸出水処理施設と浸出水調整設備（オープン型） 

項目 設定値 

浸出水処理施設 施設規模 ㎥/日 16 

浸出水調整設備 容量 ㎥ 2,340 
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(2) 被覆型の場合 

被覆型では、埋立物への散水により浸出水が発生します。そのため、浸出水処理施

設の施設規模は、表 12 のとおり、日当たり廃棄物量と液固比により設定します。 

液固比は、廃棄物量に対する浸出水量の割合であり、埋立地の早期安定化に必要と

なる散水量を定めるための目安として使用されます。液固比の目安は、表 13 のとお

りです。 

なお、被覆型の浸出水調整設備は、散水量を人工的に管理するため必要ないですが、

「廃棄物最終処分場整備の計画・設計・管理要領 2010 改訂版 社団法人 全国都市清

掃会議」を参考に、被覆施設の破損等を想定して、施設規模の 10 日分を見込みます

（算出方法は資料編参照）。 

 

表 12 浸出水処理施設の施設規模（被覆型） 

項目 設定値 備考 

日当たり廃棄物量 ㎥/日 5.4 計画埋立量(表 7)1,955ｔ÷365 日 

液固比 ㎥/㎥ 1.3 排水基準値を達成できる目安(表 13) 

施設規模 ㎥/日 8.0 日当たり廃棄物量×液固比 

浸出水調整設備 ㎥ 80.0 施設規模の 10 日分 

 

表 13 液固比の目安（焼却残渣：熱灼減量 10％以下、不燃性廃棄物主体埋立の場合） 

項目 
BOD COD T-N CI- 液固比 

mg/L mg/L mg/L mg/L ㎥/㎥ 

排水基準値 60 90 60 － 1.0～1.3 

性能指針 20 50 － － 1.5 程度～2.0 

高度処理 20 20 10 － 1.5～3.0 

脱塩処理 10 10 10 500 3.0 以上 

 ※廃棄物最終処分場整備の計画・設計・管理要領 2010 改訂版 社団法人 全国都市清掃会議 
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４．施設計画等 

４－１．施設配置 

施設配置は、最終処分場の施設規模や主要設備構成の設定を基に、現況地形を考慮して

検討します。 

オープン型、被覆型の施設配置イメージ図を以下に示します（拡大図と断面図は資料編

参照）。なお、本イメージ図は、特定の候補地を設定していないものであるため、候補地

が選定された際には、既存地形図を基に造成設計を行い、詳細な施設配置計画を検討する

必要があります。 

 

図 9 オープン型の配置図 

 

図 10 被覆型の配置図  

埋立地 

搬入路 

管理道路 

堰
堤 

埋立地 

搬入路 

管理道路 

擁壁 
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４－２．維持管理 

最終処分場の維持管理、埋立作業、人員体制は、以下のとおりを想定します。 

 

１）最終処分場維持管理 

最終処分場は、埋立物や施設、環境等の管理する必要があります。主な管理項目を以

下に示します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※廃棄物最終処分場整備の計画・設計・管理要領 2010 改訂版 社団法人 全国都市清掃会議 

図 11 最終処分場の管理項目 

 

２）埋立作業 

埋立作業は、飛散防止対策、悪臭防止対策に配慮した「セル工法」を基本とします 
 

表 14 一般的な埋立工法の種類 

埋立工法 概要 

（セル工法） 埋立作業１サイクル（日、種別等）ごとに法

面も含めて覆土で被覆し、処分場全体をカ

プセルの集合体として、通気性、排水性にす

ぐれた埋立構造とする方式。 

 

（サンドイッチ工法） 廃棄物と覆土を水平かつ交互に埋立てるも

ので、施設形状が小さくかつ１サイクル

（日、種別等）あたりの処理量が大きい場

合に適用する方式。 

 
※廃棄物最終処分場整備の計画・設計・管理要領 2010 改訂版 社団法人 全国都市清掃会議 

埋立物の搬入管理 質・量の記録・不適物の排除 

埋立作業管理 覆土管理、埋立計画、安全衛生 

埋立層管理 
埋立廃棄物質変化の把握、浸出水・埋立 

ガスの管理・埋立地盤沈下の測定など 

施設管理 最終処分場施設の維持管理 

環境管理 最終処分場およびその周辺の環境監視 

その他 

・廃棄物の安全の貯留保管 

・廃棄物層の安定化促進 

・生活環境保全 

 

 

最終処分場の早期廃止 

最終処分場 

の管理 

安全管理、防火・防災など 

※：埋立層管理については、実際の管理にあたっては、埋立物の搬入管理等の 

  管理項目の中で行うこととなる。 
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３）人員体制 

現処分場では、人員および有資格者を以下のとおり配置しています。 

次期処分場では、現処分場と同様の人員、有資格者を配置することを基本としますが、

建設用地周辺の廃棄物処理施設の有無や、次期処分場内の設備構成を踏まえて、適切な

体制となるように、検討します。 

 

表 15 埋立処分場の必要人員 

項 目 必要人員または必要資格 

必要人員 2 名以上 

1 名 埋立作業 

1 名 浸出水処理施設の管理 

（1名） 計量・搬入管理 ※益田市リサイクルプラザの計量 

・搬入管理も兼務 

必要資格 最終処分場管理技術者、 

酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者、 

建設機械運転技術者資格 等 

 

    

  



22 

５．整備事業に係る工程計画 

最終処分場整備事業の工程計画は、循環型社会形成推進制度を活用することを前提とし

て整理します。 

事業の流れとして、まずは、候補地選定及び地元対応により、建設用地を定めます。そ

して、循環型社会形成推進地域計画を策定し、交付金申請を行います。事前調査、施設計

画は、交付金対象となるため、循環型社会形成推進地域計画の策定後に実施します。許認

可事項や業者選定は、着工までに実施します。なお、工事期間は 3 ヶ年と想定します。 

工程計画の案は、事業の流れを考慮し、また、最終処分場がいわゆる迷惑施設であるた

め、建設候補地の地元説明に期間を要することを踏まえ、次頁のとおり想定します。 
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６．概算事業費と財源内訳 

６－１．概算事業費 

概算事業費は、建設事例や設計事例を参考に検討します。 

１）概算工事費 

次期処分場の計画条件、概算工事費は、以下のとおりです（概算工事費の算出方法は

資料編参照）。 

オープン型は、地形を利用して造成するため埋立地の費用が安価となりますが、埋立

地への直接降雨により浸出水が発生し、また降雨量の制御が出来ないことから、浸出水

処理施設の施設規模が比較的に大きくなります。 

被覆型は、埋立地に被覆施設を設置するため、被覆施設分の費用が必要となりますが、

人工降雨により散水量を制御できるため、浸出水処理施設の施設規模が小さくできます。 

なお、オープン型と被覆型は、候補地の地形や特性、地元調整を踏まえて選定します。 

表 17 計画条件 

項目 設定値 

埋立期間  年 15 

計画埋立量   ㎥ 22,000 

浸出水処理施設 オープン型 ㎥/日 16.0 

施設規模 被覆型 ㎥/日 8.0 

 

表 18 概算工事費 

項目 オープン型 被覆型 

埋立地 千円 500,000 1,500,000 

浸出水処理施設 千円 1,400,000 900,000 

合計 千円 1,900,000 2,400,000 

維持管理費(15 年分) 千円 700,000 500,000 

※消費税、諸経費込み 

※用地費、補償費除く 

 

注 1:概算工事費（造成工事費等）は、候補地の地形やアクセス道等によって大きく変動し

ます。そのため、今後、候補地選定後に実施する調査・設計等よって、より精度を高

めた工事費を算定します。 

注 2:計画条件、概算工事費は、1施設分（埋立期間 15 年）を想定しています。ただし、将

来的に、用地確保が一層困難になると予想されるため、今回の候補地選定にて、予め

2～3施設分（埋立期間 30～45 年）の用地確保を前提に検討する必要があります。 

注 3:放流先の条件によって、放流水の脱塩処理が必要になりますが、ここでの維持管理費

は、脱塩設備を除いた施設での電気・水道・薬品・補修に要する費用を試算していま

す。なお、人件費は、オープン型と被覆型で差がなく、管理方法によって異なるため、

計上していません。 
候補地選定後には、設備構成を検討し、より精度を高めた維持管理費を算定します。 
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２）設計費等 

本事業に関連して必要となる設計費等（測量・地質、環境調査、設計、施工監理等）

は、以下のとおりです。 

 

表 19 設計費等 

業務内容等 概算費用 

整備構想 基本構想 千円 4,000 

用地選定 千円 6,500 

地元対応 地元説明資料作成 千円 4,000 

用地交渉・取得 千円 ― 

交付金申請 循環型社会形成推進地域計画 千円 4,000 

事前調査 生活環境影響調査 千円 55,000 

測量調査 千円 25,000 

地質調査 千円 55,000 

施設計画 基本計画 千円 6,000 

基本設計 千円 20,000 

土木実施設計 千円 35,000 

プラント発注支援 千円 25,000 

許認可申請 都市計画 千円 4,000 

林地開発等 千円 4,000 

業者選定（工事） 選定・準備支援 千円 5,000 

入札 千円 ― 

設計・施工監理 プラント工事 千円 60,000 

合 計 千円 311,500 

※消費税込み 

 

  



26 

 

６－２．財源内訳 

本事業の財政計画を検討するため、概算事業費や交付金制度、起債計画等を基に、財源

内訳を算定します。 

 

１）循環型社会形成推進交付金制度の概要 

循環型社会形成推進交付金は、市町村が廃棄物の３Ｒ（リデュース、リユース、リサ

イクル）を総合的に推進するため、広域的かつ総合的に廃棄物処理・リサイクル施設整

備を計画し、計画に位置付けられた施設設備に対して、環境省より交付されるものです。 

なお、循環型社会形成推進交付制度では、循環型社会形成推進地域計画を策定する必

要があります。 

 

●交付対象 

・マテリアルリサイクル推進施設（資源化施設、ストックヤード等） 

・エネルギー回収推進施設（ごみ発電施設、熱回収施設、バイオガス化施設等） 

・有機性廃棄物リサイクル推進施設（し尿・生ごみ等の資源化施設） 

・浄化槽 

・最終処分場 ※該当事業 

・既設の廃棄物処理施設の基幹的設備改良事業 

・廃棄物処理施設における長寿命化計画策定支援事業 

●交付率 

交付対象経費の 1/3 

 

２）起債制度について 

財源内訳は、循環型社会形成推進交付金事業と一般会計債（一般廃棄物処理事業）を

考慮して以下のとおり設定します。交付対象設備の割合は、事例を参考に、全体の 80％

と仮定します。 

なお、ここでは、一般会計債を用いているが、今後、過疎対策事業債の活用について

も検討する必要があります。 
 

表 20 事業ごとの財源内訳概要 

事業 交付率 

  

一般財源 起債率 うち交付税 

措置割合 

循環型社会形成推進 

交付金事業 

交付対象 1/3 90％ 50％ 10％ 

交付対象外 － 75％ 30％ 25％ 
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３）財源内訳 

財源内訳の算出結果は、以下のとおりとなります。 

 

表 21 財源内訳 

項目 オープン型 被覆型 内訳 

交付対象内 千円 1,520,000 1,920,000 ①事業費×80% 

 

交付金 千円 506,667 640,000 ②交付対象内×1/3 

起債額 千円 912,000 1,152,000 ③(交付対象内－交付金)×90% 

 
交付税措置 千円 456,000 576,000 ④起債額×50% 

起債(交付税措置除く) 千円 456,000 576,000 ⑤起債額×50% 

一般財源 千円 101,333 128,000 ⑥(交付対象内－交付金)×10% 

交付対象外 千円 380,000 480,000 ⑦事業費の 20% 

 

起債額 千円 285,000 360,000 ⑧交付対象外×75% 

 
交付税措置 千円 85,500 108,000 ⑨起債額×30% 

起債(交付税措置除く) 千円 199,500 252,000 ⑩起債額×70% 

一般財源 千円 95,000 120,000 ⑪交付対象外×25% 

事業費 千円 1,900,000 2,400,000 表 18 

交付金 千円 506,667 640,000 ② 

起債額 千円 1,197,000 1,512,000 ③＋⑧ 

 交付税措置 千円 541,500 684,000 ④＋⑨ 

市負担額 千円 851,833 1,076,000 ⑤＋⑥＋⑩＋⑪ 
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７．問題点・課題の整理 

７－１．ごみ処理体制について 

最終処分場の整備に向けて、現在のごみ処理事業における問題点・課題を以下のとおり

整理します。 

 

１）飛灰のセメント原料化について 

益田地区広域クリーンセンターでは、令和 5 年度から灰溶融設備を停止し、飛灰をそ

のまま現処分場に埋立する予定です。 

飛灰は、そのまま埋立するのではなく、セメント原料化を行うことで、飛灰の埋立量

を削減することについて検討する必要があります。 

 

２）覆土量について 

次期処分場の計画埋立量における覆土量は、最終処分量の 1/3 とし、1,145t/年を見込

んでいます。ただし現処分場の覆土量実績は、約 1,800t/年であり、計画埋立量と差が

生じています。覆土量実績は、バックホウのバケット容量と往復回数から算定しており、

計量されたものではありません。 

そのため、今後、覆土量実績を正しく計量することで実態を把握し、必要に応じて、

次期処分場の計画埋立量に反映する必要があります。 

 

３）益田市リサイクルプラザの破砕・選別処理 

本市の埋め立てるごみは、平成 28 年度に収集頻度を月 2 回から月 1 回に変更したこ

とにより、収集 1回あたりの益田市リサイクルプラザ搬入量が増加しています。これに

より、破砕・選別処理が追い付かず、十分に破砕・選別されないまま、現処分場に埋め

立てされている状態です。そのため、埋立物が粗くなり、埋立物を覆うための覆土量も

増えています。 

次期処分場における覆土量の設定に影響するため、今後は、収集頻度の見直し、もし

くは破砕・選別処理能力の増強等の対策を検討する必要があります。 

 

４）下水放流の可否 

浸出水処理施設 処理水の放流先は、公共用水域もしくは、下水道とする案があります。

下水道放流を採用した場合、公共用水域へ放流する場合の基準値よりも緩和されるため、

浸出水処理施設の処理フローの簡略化を図ることができ、事業費削減の可能性が考えら

れます。ただし、採用にあたっては、下水道終末処理施設の処理能力や下水道管渠の位

置を考慮する必要があります。 
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７－２．今後の事業推進について 

最終処分場の整備について、事業推進に向けた課題を整理します。 

 

１）最終処分場の型式・設備構成 等 

本業務では、最終処分場の型式（オープン型、被覆型）や設備構成、浸出水処理施設

の処理フロー等を具体的に設定していません。 

これらは、今後、地元住民との調整等により、求められる対策や放流水質を踏まえて、

設定する必要があります。 

 

２）次期処分場の計画埋立量 

次期処分場の整備には、10～15 年といった長期間を要します。また、1施設の供用期

間が 15 年と考えると、次期処分場の候補地は、2～3 工区分（30～40 年分）の敷地を確

保しておくことが重要です。 

 

３）地元交渉 

地元交渉では、地元住民に次期処分場の必要性だけでなく、設備の構造や安全対策、

維持管理計画等を説明し、理解を求める必要があります。 
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８．候補地選定 概略検討 

８－１．候補地選定指針 

候補地選定指針は、候補地を選定するための前提条件、候補地選定の流れ、候補地選定

方式について検討します。 

 

１）候補地を選定するための前提条件 

最終処分場の候補地は、本市全域から、計画埋立量が確保できることや、法規制や土

地利用等、様々な条件を踏まえて選定する必要があります。 

候補地選定にあたって、まず考慮すべき前提条件を以下のとおり設定します。 

 

前提条件 

・廃棄物処理施設の立地を検討する際に考慮すべき法規制（次頁参照）により、最終

処分場の整備が禁止されている箇所を除く 

・人口密集地等、明らかに住民の理解が得にくい箇所を除く 

・最終処分場の特性を考えると、本市の地域・歴史的背景から除外すべき地域を除く

（例：高津川流域など） 

 

２）候補地選定方式 

候補地選定方式には、行政（委員会含む）主導の方式と、公募により募る方式があり

ます。次期処分場の候補地選定方式は、過去の事例を参考に、行政（委員会含む）主導

で進めます（資料編参照）。 

 

３）候補地選定の流れ 

候補地選定の流れとして、まずは、候補地選定指針とスクリーニングにより、候補地

を複数抽出します。抽出した候補地は、地域の実態や特性を整理し、数箇所に絞込みを

行います。そして、絞込んだ候補地は、概略設計を行い、施工性や経済性等を踏まえて

比較検討を行います。 

 

図 12 候補地選定の流れ  

Ⅰ.候補地選定指針の策定 

・前提条件 

・選定方式 

Ⅱ.対象地域内でのスクリーニング 

・前提条件より不適地の除外 

 

Ⅳ.絞込んだ候補地の比較検討 

・概略設計 

・施工性、経済性 

Ⅲ.抽出した候補地の整理・絞込み 

・候補地の実態 

・地域特性 

Ⅴ.評価・

選定 
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表 22 法規制の例 

大区分 小区分 地区・区域の区分 根 拠 法 ランク 

土地利用計画 都市区域 史跡・名勝・天然記念物 文化財保護法 Ｃ 

市街化区域 都市計画法 Ａ 

市街化調整区域 都市計画法 Ａ 

用途地域 都市計画法 Ａ 

美観地区 都市計画法 Ａ 

風致地区 都市計画法 Ａ 

緑化保全地区 都市縁地保全法 Ａ 

農業地域 

森  林 

農業振興地域 
農業振興地域の整備に関する法律 

（農用地） 
Ｂ 

農地・採草放牧地 農地法 Ａ 

生産緑地地区 生産緑地法 Ａ 

国有林 森林法 Ｂ～Ｃ 

保安林 森林法 Ｂ～Ｃ 

民有林 森林法 Ｂ～Ｃ 

自然環境保全 自然公園 

地  域 

国立及び国定公園 自然公園法 Ｂ～Ｃ 

県立公園 自然公園法 Ｂ 

都市公園 都市公園法 Ｂ 

自然環境 

保全地区 

原生自然環境保全地区 自然環境保全法 Ｃ 

鳥獣特別保護区 鳥類保護及び狩猟ニ関スル法律 Ｃ 

緑地保全地区 都市緑地保全法 Ａ 

近郊緑地保全地区 例）○○圏近郊緑地保全法 Ａ 

防 災 面 海面 公有水面埋立法，港湾法，海岸法等 Ｂ～Ｃ 

水源地域 水源地域対策特別措置法 Ｃ 

河川区域 河川法 Ｂ 

地すべり防止地区 地すべり等防止法 Ｂ 

砂防指定地区 砂防法 Ｂ 

急傾斜地崩壊危換区域 
急傾斜地の崩壊による災害の防止に

関する法律 
Ｂ 

宅地造成工事規制区域 宅地造成等規制法 Ｂ 

Ａランク：開発規制の解除が比較的容易な範囲で可能なもの。 

Ｂランク：開発規制の解除にあたり県知事の許可を要するもの、あるいは、国の許可を要するが手続

きが比較的容易なもの。 

Ｃランク：国の許可を要するもので、処分場の立地に関して規制が厳しく困難なもの。 

 
※廃棄物最終処分場整備の計画・設計・管理要領 2010 改訂版  
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８－２．対象地域内でのスクリーニング 

最終処分場が安全・安心な施設となるように、候補地選定にあたっては、抽出する際の

条件について、他事例等もみながら、細心の注意を払って設定します。 

対象地域内でのスクリーニングでは、今後、候補地を抽出するために、まず、最終処分

場を整備すべきでない地域を「不適地」として除外します。不適地は、地形・地質、社会

的条件、周辺環境の観点から設定します。 

 

最終処分場 候補地の条件 

・地形・地質的に安定していて、影響を受け難いこと 

・社会的条件として、最終処分場としての役割が果たしやすいこと 

・周辺環境の観点からみて、影響が少ないこと 

 

１）地形・地質条件 

活断層が確認されている地域は、地震災害時のリスクが大きいことから不適地として

除外します。また、海面は、海面処分場として整備することが可能ですが、肯定的に実

現が困難なため除外します。 

 

表 23 地形・地質条件（除外する箇所） 

項目 内容 

活断層 地震災害に対するリスクが高い 

海面（海面処分場） 

処分場建設位置の設定、廃棄物の処理及び清掃に関する法律・公有水

面法・港湾法に基づく許認可申請、公有水面埋立法に基づく埋立免許

取得者による護岸整備が必要など、限られた期間（現処分場が埋立完

了するまで）で多くの作業が必要となり、工程的に実現が困難 

土砂災害危険箇所 地すべり、急傾斜、土石流の危険区域、砂防指定地 等 

 

 

２）社会的条件 

社会的条件としては、最終処分場へのアクセス確保の観点から、道路が未整備である

地域は除外します。 

また、廃棄物運搬の経済性・利便性の観点から、廃棄物処理施設から極端に離れている地

域は除外します。ただし、最終処分場整備の容易性と廃棄物運搬の経済性を踏まえて、総合

的に判断する必要があるため、候補地を個別に抽出する段階で、検討する必要があります。 
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表 24 社会的条件（除外する箇所） 

項  目 内容 

道路が未整備 道路が未整備であり、新たな道路整備が長距離となってしまう地域 

廃棄物処理施設から

極端に離れている 

廃棄物運搬の経済性・利便性の観点から、廃棄物処分場から極端に

は流れている地域は好ましくない 

 

 

３）周辺環境条件 

周辺環境条件として、住宅地や公共施設（学校、病院、図書館等）が近接する地域や、

上水取水源等は不適地として除外します。 

また、最終処分場を整備することで眺望景観を著しく損なう地域も除外します。ただ

し、面的に除外することが困難なため、候補地を個別に抽出する段階で、検討する必要

があります。 

 

表 25 周辺環境条件（除外する箇所） 

項目 内容 

住宅地 住宅が連担している地域 

公共施設 学校、病院、図書館等に近接する地域 

上水取水源の上流 浸出水の存在により、汚染のリスクがある地域 

景観 公園の近く等、眺望景観を著しく損なう地域は好ましくない 

 

 

４）上記を踏まえた候補地選定 

候補地選定にあたっては、本市全域から上記の条件に該当する箇所を確認することで、

不適地を除外した上で検討する必要があります。 
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資料編 1 

１．現処分場の残余容量推移 

現処分場の残余容量推移は、以下の考え方で想定しました。また、飛灰リサイクルを

実施する場合と実施しない場合の 2ケースで想定しました。 

想定結果は次頁のとおりです。 

 

現処分場の残余容量推移 考え方 

  一般廃棄物処理基本計画（平成 29年 3 月）の将来推計の結果によると、埋立量が

概ね一定で推移することが想定されていることを参考としました。 

  海岸漂着物は、処理方法が民間委託に変更となるため、0tとしました。 

  覆土＋溝土は、H27 と R1 を除く過去 5 年間の平均で推移すると想定しました。な

お、H27 と R1 を除いたのは、H28 に収集体制変更、R1 は堰堤補修により土量が増

加しているためです。 

  埋立容量は、埋立重量×体積換算係数により、種類ごとに算出しました。ただし、

算出結果の合計は、R1実績の埋立量合計 1,697 ㎥と誤差が出るため、案分により

調整しました。 

表 1 埋立容量の調整（令和元年度実績） 

 項目 
埋立重量 

体積換算

係数 

埋立容量 

(算出結果) 

埋立容量 

(調整) 

t/年 ㎥/t ㎥/年 ㎥/年 

焼却処理後の 飛灰 346 0.77 266 215 

残渣物 不燃物 54 1.16 63 51 

焼却以外の中間処理後の残渣物 379 1.16 440 356 

海岸漂着物   23 2.34 54 44 

し尿汚泥（沈砂）   4 0.56 2 2 

覆土＋溝土   2,273 0.56 1,273 1,029 

合計 3,179  2,098 1,697 

 

  覆土量の R1 実績は、バックホウのバケット容量と往復回数から算定しており、計

量されたものではありません。 

そのため、「廃棄物最終処分場整備の計画・設計・管理要領 2010 改訂版 社団

法人 全国都市清掃会議」における必要な覆土厚さを参考に、以下のとおり見直し

ました。 

 

見直し後の覆土量(㎥) ＝ 覆土以外のごみ量(㎥)÷ごみの厚さ 0.3m(想定) 

×覆土の厚さ 0.15ｍ  
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２．計画埋立量（埋立期間全体） 

計画埋立量を埋立期間 15年分累積した結果を次頁に示します。 
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３．災害廃棄物 最終処分量の試算 

(1) 算出方法 

最終処分量に含める災害廃棄物量は、「災害廃棄物対策指針（平成 30 年 3 月）環境

省」を参考に、年間処理量（実績）に分担率を乗じることで算出される、埋立処分可能

量とします。 

 

表 2 災害廃棄物の埋立処分可能量の定義 

対象 埋立処分可能量の定義 

最終処分場 埋立処分可能量 ＝ 年間埋立処分量（実績） × 分担率 

 

(2) 分担率とシナリオ 

分担率は、「災害廃棄物対策指針（平成 30年 3月）環境省」におけるシナリオによっ

て設定されます。 

シナリオは、処分場への負担割合によって、3 種類に分けられます。シナリオの種類

としては、安全側となる低位シナリオ（負担が少ない）から、災害廃棄物処理を最大限

行う高位シナリオ（負担が多い）、その中間となる中位シナリオがあります。 
 

表 3 試算シナリオの設定（最終処分場） 

項 目 低位シナリオ 中位シナリオ 高位シナリオ 

残余年数 10 年未満の施設を除外 

分担率 最大で 10％ 最大で 20％ 最大で 40％ 

 

(3) シナリオ設定と算出結果 

本市で発生する災害廃棄物量は、島根県災害廃棄物処理計画（平成 30 年 3 月）（以

下、「県災害廃棄物計画」と言う。）にて、32 千ｔと想定されています。このうち埋立

対象物は、不燃物 31 千ｔと想定されています。県災害廃棄物計画によると、災害の復

旧・復興期間を 3年程度としています。災害廃棄物の処理を 3 年で完了するには、災害

廃棄物の最終処分量は、約 10,300ｔ/年となり、年間処理量（約 1,000ｔ）の 10 倍を超

えるものとなります。 

このような状況から、次期処分場では、最大限、災害廃棄物の処分が出来るように、

「高位シナリオ」を選定します。なお、次期処分場で処分しきれない災害廃棄物は、今

後、広域処理を構築し、対応することを検討します（近隣自治体等への協力要請、民間

事業者への依頼 等）。 

 

災害廃棄物 ＝ 年間埋立処分量（実績） × 分担率（高位シナリオ） 

      ＝ 989 t/年 × 40％ 

      ＝ 396 t/年 

 ≒ 400 t/年  
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４．覆土について 

(1) 覆土の目的 

覆土は、主に以下の目的で実施します。 

 

表 4 覆土の目的 

覆土の目的 適用内容 

浸出水水量制御 
覆土を適切に施工し、雨水浸透防止と埋立層内のガス交換の確保

を実現できるよう設計・施工する。 

飛散流出防止 
埋立廃棄物が外部に飛散することを防止するために、放置するこ

となくすみやかに覆土を行う。 

悪臭飛散防止 
埋立廃棄物の臭気が外部に飛散することを防止するために、すみ

やかに覆土を行う。 

火災防止 

火災の発生を防止するためにすみやかに覆土を行う。また、火災

発生の場合の消火設備として覆土材を場内に配備しておくこと

が望ましい。 

鼠族昆虫類発生防止 
ねずみ、蚊、はえ、その他の害虫類が発生しないように、すみや

かに覆土を行う。 

埋立終了区画の閉鎖 
埋立が終了した区画に対して、厚さが概ね 50cm 以上の土砂によ

り開口部を覆い、閉鎖しなければならない。 

 

 

(2) 覆土の種類 

覆土は、目的により即日覆土、中間覆土および最終覆土に分けられます。 

 

① 即日覆土 

即日覆土とは、埋立層の厚さが一定の厚さに達したとき、もしくは 1 日の埋立作

業が終了したときに、廃棄物の飛散防止、臭気の発生防止、ハエ等の衛生害虫の発

生防止等の目的で行うものです。 

② 中間覆土 

中間覆土とは、廃棄物の埋立の進行とともに、即日覆土とは別に、廃棄物運搬車

両の道路地盤確保や比較的長期間放置される埋立部分の雨水排除を目的として行

うものです。 

③ 最終覆土 

最終覆土とは、廃棄物の埋立が終わった時点で、その最上層に施工する覆土で、

景観の向上、跡地利用、浸出水量の削減等を目的として行うものです。 
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(3) 覆土厚の設定 

覆土は、「廃棄物の処理および清掃に関する法律施行令」にて、熱灼減量 15％以下に

焼却したものを除く一般廃棄物の場合、埋立一層の厚さは 3m 以下とし、かつ、一層ごと

にその表面を土砂で概ね 50cm 覆うことと規定されています。 

覆土の種類により概ね下記の厚さが標準となります。 

 

① 即日覆土 

・不燃物主体で比較的形状の大きい廃棄物の場合 30cm～50cm 

・破砕廃棄物および焼却残渣等         15cm～20cm 

② 中間覆土 

・比較的長期間露出する場合          50cm 程度 

③ 最終覆土 

・芝・低木の植樹を行う場合          50cm 以上 

・中・高木の植樹を行う場合          1.0m 以上 

 

（中間覆土に関する法令等） 

○廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令（3条 3号ハ） 

：埋め立てる一般廃棄物（熱しやく減量十五パーセント以下に焼却したものを除く。）の

一層の厚さは、概ね三メートル以下とし、かつ、一層ごとに、その表面を土砂で概ね五

十センチメートル覆うこと。ただし、埋立地の面積が一万平方メートル以下又は埋立容

量が五万立方メートル以下の埋立処分（以下「小規模埋立処分」という。）を行う場合は、

この限りでない。 

 

（最終覆土に関する規定） 

○一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める命令 

（総理府・厚生省令）の最終処分場（最終処分場の維持管理基準 17）） 

：埋立処分が終了した埋立地は、厚さが概ね 50cm 以上の土砂等の覆いにより開口部を閉

鎖すること。 
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５．浸出水処理施設の処理規模 

(1) オープン型の場合 

オープン型の浸出水処理施設の施設規模は、埋立地に降雨が流入することにより浸

出水量が変動することを考慮して、計画流入量と浸出水調整設備の容量を踏まえて算

出します。 

なお、算出方法は、「廃棄物最終処分場整備の計画・設計・管理要領 2010 改訂版 社

団法人 全国都市清掃会議」に基づくものとします。 

 

① 計画流入量 

計画流入量は、以下の合理式により算出します。 

 

Q＝1/1000・I・C・A 

 

Q：計画流入量 

I：降水量 過去 15 年間の益田観測所における年平均日降水量、最大月間降

水量（次頁参照） 

C：浸出係数 「廃棄物最終処分場整備の計画・設計・管理要領 2010 改訂版社

団法人 全国都市清掃会議」における月別浸出係数の目安 

A：埋立面積 ４－１．施設配置（p19）より 5,400 ㎥ 

 

表 5 計画流入量 

項目 年平均日降水量 最大月間降水量 

I:降水量 mm/日 4.3 19.1 

C:浸出係数 ― 0.69 0.70 

A:埋立面積 ㎡ 5,400 5,400 

Q:計画流入量 ㎥/日 16.0 72.1 
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② 浸出水処理施設の施設規模 

浸出水処理施設の施設規模は、計画流入量 16～73 ㎥/日の間で設定します。 

適切な施設規模の設定にあたっては、施設規模以上の流入があった場合を考慮し、

浸出水調整設備について検討します。 

検討方法としては、計画流入量 16～73 ㎥/日を等間隔に 10 ケースに分け、各ケー

スにおける浸出水処理施設の施設規模と浸出水調整設備の容量を算出します。 

 

 

③ 浸出水調整設備の容量 

浸出水調整設備の容量は、降雨により発生する浸出水量から浸出水処理施設の施設

規模（処理量）を差し引くことで、算出します。 

なお、浸出水調整設備の容量は、過去 15 年間の最大年及び最大月間降水年の降水量

（1 月 1 日～12 月 31 日）を基に、1年を通しての最大値を採用します。 

算出結果として、各ケースの浸出水処理施設の施設規模と浸出水調整設備の容量は、

以下のとおりです。 

 

表 6 各ケースの浸出水処理施設と浸出水調整設備（オープン型） 

項目 
浸出水処理施設 施設規模 浸出水調整設備 容量 

㎥/日 ㎥ 

ケース１ 16.0 2,340.0 

ケース２ 22.0 2,010.0 

ケース３ 28.0 1,840.0 

ケース４ 34.0 1,670.0 

ケース５ 40.0 1,510.0 

ケース６ 46.0 1,340.0 

ケース７ 52.0 1,170.0 

ケース８ 58.0 1,000.0 

ケース９ 64.0 940.0 

ケース１０ 73.0 880.0 
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(2) 被覆型の場合 

被覆型では、被覆施設により覆われているため、降雨ではなく、埋立物への散水に

より浸出水が発生します。そのため、浸出水処理施設の施設規模は、埋立物への散水

量により設定します。 

散水量は、埋立量に対して汚濁物の洗い出しに必要な水量とし、「廃棄物最終処分場

整備の計画・設計・管理要領 2010 改訂版 社団法人 全国都市清掃会議」における液

固比の目安を参考に設定します。採用する液固比は、排水基準値が満足できるように、

1.3 とします。以上より、被覆型における浸出水処理施設の施設規模は、表 8のとお

りとします。なお、被覆型の浸出水調整設備は、「廃棄物最終処分場整備の計画・設計・

管理要領 2010 改訂版」を参考に、施設規模の 10日分を見込みます。 

 

表 7 液固比の目安（焼却残渣：熱灼減量 10％以下、不燃性廃棄物主体埋立の場合） 

項目 
BOD COD T-N CI- 液固比 

mg/L mg/L mg/L mg/L ㎥/㎥ 

排水基準値 60 90 60 － 1.0～1.3 

性能指針 20 50 － － 1.5 程度～2.0 

高度処理 20 20 10 － 1.5～3.0 

脱塩処理 10 10 10 500 3.0 以上 

 ※廃棄物最終処分場整備の計画・設計・管理要領 2010 改訂版 社団法人 全国都市清掃会議 

 

表 8 浸出水処理施設の施設規模（被覆型） 

項目 設定値 備考 

日当たり廃棄物量 ㎥/日 5.4 計画埋立量(本編 表 7)1,955ｔ÷365 日 

液固比 ㎥/㎥ 1.3 排水基準値(表 7) 

施設規模 ㎥/日 8.0 日当たり廃棄物量×液固比 

浸出水調整設備 ㎥ 80.0 施設規模の 10 日分 
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６．概算事業費の算出方法 

概算事業費は、建設事例や設計事例を参考に算出します。 
 

(1) 埋立地 

埋立地の概算工事費は、過去の事例を参考に、概算工事費と埋立容量の関係を近似式

にて確認し、次期処分場の計画埋立量 22,000 ㎥を乗じることで、算出します。 
 

表 9 埋立地概算工事費 事例 

項目 事例１ 事例２ 事例３ 事例４ 

埋立容量 ㎥ 13,870 6,084 24,000 28,000 

造成工事 千円 17,000 60,000 267,000 470,000 

躯体築造工事 千円 186,000 122,000 439,000 725,000 

遮水工事 千円 100,000 35,000 130,000 集排水に含む 

集排水工事 千円 41,000 5,000 11,000 76,000 

覆蓋工事 千円 491,000 82,000 264,000 610,000 

合計 千円 848,870 310,084 1,135,000 1,909,000 

躯体築造工事・ 

覆蓋工事 除く 
千円 171,870 106,084 432,000 574,000 

※消費税抜、諸経費込み 

 

 
（上：工事全体、下：躯体築造工事・覆蓋工事除く） 

 図 1 埋立地 概算工事費と埋立容量の関係 
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埋立地の概算工事費は、近似式を用いて算出すると、以下のとおりとなります。 

被覆型は、埋立地全体に要する工事（造成工事、躯体築造工事、遮水工事、集排水工

事、覆蓋工事）を見込んだ金額とします。オープン型は、被覆施設が無いため、躯体築

造工事と覆蓋工事を除いた金額とします。 

 

表 10 埋立地 概算工事費 

項目 設定値 備考 

計画埋立量 ㎥ 22,000  

埋立地 概算工事費 千円 1,310,000 被覆型 

躯体築造工事・覆蓋工事 除く 千円 410,000 オープン型(補足参照) 

※消費税抜、諸経費込み 

 

オープン型の埋立地 概算工事費 

410,000 千円（表 10）×消費税 10％≒500,000 千円 

 

被覆型の埋立地 概算工事費 

1,310,000 千円（表 10）×消費税 10％≒1,500,000 千円 

 

補足：埋立地 概算工事費は、被覆型の事例を基に算出している。オープン型の埋立地 概算工事費の妥当

性については、以下のとおり、文献と概ね同等となることで確認した。 

 
埋立量あたりの建設単価 

出典：一般廃棄物最終処分コストの分析および標準費用モデルの作成  廃棄物資源循環学会論文誌，

Vol. 21, No. 1, pp. 30-43, 2010  

22,000 ㎥ 

15 千円/㎥ 

  左図より、2005 年における埋立容量 22,000 ㎥

の建設単価は、15千円/㎥である。 

  建設工事費デフレータ（国土交通省）より、2005

年から 2020 年の物価上昇は約 1.2 倍である。 

  したがって、文献を基に現時点で想定される建

設費は、次式のとおり表 10 と概ね同等となる。 

 

オープン型の埋立地 概算工事費(文献) 

建設単価 15 千円/㎥×物価上昇 1.2×埋立容量

22,000 ㎥ ≒ 400,000 千円 
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(2) 浸出水処理施設 

浸出水処理施設の概算工事費は、処理フローや設備構成によって変わります。そのた

め、建設事例ではなく、処理フローによらない概算見積の事例を参考に算出します。 

また、浸出水調整設備の概算工事費は、平地を掘削し、必要容量を確保した調整池の

造成工事費を想定します。 

 

表 11 浸出水処理施設 概算見積の事例 

項目 設定値 

施設規模 ㎥/日 10 

概算工事費 浸出水処理施設 千円 843,000 

※消費税抜、諸経費込み 

 

 

(3) オープン型の浸出水処理施設 概算工事費 

オープン型は、前述より、10 ケースの概算工事費を確認し、経済的となるケースの金

額を採用します。経済的となるケースは、以下のとおり、ケース１です。 

したがって、オープン型の浸出水処理施設概算工事費は、以下のとおりとします。 

 

表 12 オープン型の浸出水処理施設 概算工事費 

項目 

浸出水 

処理施設  

（㎥/日） 

浸出水 

調整設備 

（㎥） 

概算工事費 

浸出水処理施設 

（千円） 

浸出水調整設備 

（千円） 

合計 

（千円） 

ケース１ 16.0 2,340.0 1,120,000 75,000 1,195,000 

ケース２ 22.0 2,010.0 1,360,000 68,000 1,428,000 

ケース３ 28.0 1,840.0 1,570,000 64,000 1,634,000 

ケース４ 34.0 1,670.0 1,760,000 60,000 1,820,000 

ケース５ 40.0 1,510.0 1,940,000 56,000 1,996,000 

ケース６ 46.0 1,340.0 2,110,000 52,000 2,162,000 

ケース７ 52.0 1,170.0 2,270,000 55,000 2,325,000 

ケース８ 58.0 1,000.0 2,430,000 49,000 2,479,000 

ケース９ 64.0 940.0 2,570,000 47,000 2,617,000 

ケース１０ 73.0 880.0 2,780,000 45,000 2,825,000 

※消費税抜、諸経費込み 

 

オープン型の浸出水処理施設 概算工事費 

1,195,000 千円（表 12）×消費税 10％≒1,400,000 千円 
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(4) 被覆型の浸出水処理施設 概算工事費 

被覆型の浸出水処理施設概算工事費は、0.6 乗則により、以下のとおりとします。 

 

表 13 被覆型の浸出水処理施設 概算工事費 

項目 設定値 備考 

施設規模 ㎥/日 8  

浸出水処理施設 千円 740,000 
事例 843,000 千円×（次期処分

場 8㎥/日/事例 10 ㎥/日）0.6 

浸出水調整設備 千円 15,000 施設規模 10 日分の容量 

合計 千円 755,000  

 

 

被覆型の浸出水処理施設 概算工事費 

755,000 千円（表 13）×消費税 10％≒900,000 千円 
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７．主要施設の概要 

 

(1) 貯留構造物 

貯留構造物は、廃棄物ならびに浸出水を安全かつ確実に保管するとともに、施設周辺

の環境に影響を及ぼさないよう外界と遮断するために設置します。 

 

貯留構造物の機能 

〇計画埋立量のごみを安全に貯留する。 

〇ごみ層の崩壊や流出を防ぐ。 

〇埋立地からの浸出水の流出や漏出を防ぐ。 

〇埋立地内の一時的な滞水が予想される場合には、安全に貯水できる。 

〇埋立作業中のみならず、埋立終了後もごみを安全に貯留できる。 

 

 

 

※特定非営利活動法人 最終処分場技術システム研究協会 

図 2 貯留構造物の例 
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(2) 地下水集排水施設 

地下水集排水施設は、地下水が地盤の法面や底面から地表に湧き出し、表面遮水工の

下部の基礎地盤層を崩壊させたり、遮水工に圧力が働き崩壊させたりする恐れがある

ため、それを防ぐために設置します。 

 

地下水集排水施設の機能 

〇地下水位面以下の貯留構造物及び遮水工等に地下水の悪影響（湧水等による破

損等）を与えないよう、速やかに地下水を排除する。 

〇排水に浸出水が混入すると地下水の塩化物濃度や電気伝導度が変化するため、

遮水工からの漏水検知の機能を果たすことができる。 

 

 

(3) 雨水集排水施設 

雨水集排水施設は、埋立地内への雨水の流入を防止することにより、浸出水の削減を

図り、浸出水処理施設及び遮水工の負担軽減を図るために設置します。 

 

雨水集排水施設の機能 

○埋立地外に降った雨水が、埋立地に流入しないように、すみやかに排除する。 

○雨水として排除し得る未埋立区画の雨水を排除する。 

○中間覆土や、最終覆土上の表流水を排除する。 

 

   ※廃棄物最終処分場整備の計画・設計・管理要領 2010 改訂版 社団法人 全国都市清掃会議 

図 3 雨水集排水施設の例  
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(4) 遮水工 

遮水工は、埋立地内に降った雨が廃棄物層を通過し、汚染された浸出水を埋立地外へ

出さないよう遮断するために設置します。 

 

遮水工の機能 

○埋立地内の汚水と周辺の地下水とを遮断する。 

○埋立地周囲の排水工によって、雨水や地下水が埋立地内に流入を防止する。 

○埋立地内の排水工によって、浸出水を集排水して、埋立地（貯留構造物）外へ

排水する。 

 
   ※廃棄物最終処分場整備の計画・設計・管理要領 2010 改訂版 社団法人 全国都市清掃会議 

図 4 遮水工の例  
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(5) 浸出水集排水施設 

浸出水集排水施設は、埋立地へ降った雨水及び散水が、埋立層を通って底部に到達し

た後、速やかに集水し排除するために設置します。埋立層を通った雨水及び散水は、汚

水化しているため、速やかに集水することで、埋立層内を好気性に保ち有機物の分解を

早めることができ、早期安定化を促すことができます。 

 

浸出水集排水施設の機能 

○浸出水を速やかに集水し浸出水処理施設へ送水する。 

○廃棄物層内へ空気を取り入れ、有機物の分解を促進する。 

 

※廃棄物最終処分場整備の計画・設計・管理要領 2010 改訂版 社団法人 全国都市清掃会議 

図 5 浸出水集排水施設の例  
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(6) 浸出水処理施設 

浸出水処理施設は、埋立地内の浸出水集排水施設によって集められた汚水（浸出水）

を、公共水域や地下水を汚染しないような水質にまで処理するために設置します。 

 

浸出水処理施設の機能 

○設置条件に合致した水処理システム 

埋立ごみ質や埋立作業等の計画によって定まる原水水質と、法律・法令や水

利条件から定まる処理水水質に対し、合理的な処理システムであることが重

要となる。 

○浸出水の質的変動への対応 

浸出水は、一般的に、埋立初期には比較的高濃度で生物処理が容易な水質で

あり、徐々に低濃度で生物処理が困難な水質に変化する場合が多い。この浸出

水の質的変動に対し、運転方法の変更等で対応できるようにすることが必要

となる。 

○浸出水の量的変動への対応 

浸出水量は、降水量に依存して大きく変動する。年間を通じて安定した処理

性能を発揮するためには、浸出水調整設備によって、この浸出水の量的変動を

緩和することが必要となる。浸出水調整設備の調整容量と浸出水処理施設の

処理量は、経済性、合理性を考慮した計画が重要となる。 

なお、被覆型の場合、被覆施設により降水量の影響を受けないため、浸出水

の量的変動は生じない。 
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(7) 埋立ガス処理設備 

埋立ガス処理設備は、悪臭やガスによる火災等を防止するために、埋立層内のガスを

速やかに排出することや、埋立地内へ空気を供給するために設置します。 

 

埋立ガス処理設備の機能 

○埋立ガスを集めて処理する機能 

○埋立地の安定化を促進するための空気供給機能 

○浸出水の集排水管としての機能 

 

   ※廃棄物最終処分場整備の計画・設計・管理要領 2010 改訂版 社団法人 全国都市清掃会議 

図 6 埋立ガス処理設備の例 
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８．浸出水処理に求められる対策 

次期処分場の最終処分対象物には、焼却処理後の残渣物として、飛灰があります。飛

灰を埋め立てる最終処分場の浸出水は、カルシウムイオン、塩化物イオン、ダイオキシ

ン類、重金属が含まれると考えられます。これらは、以下のような障害が生じることか

ら、処理フローにて対策を講じることが必要です。 
 

  想定される障害 

  カルシウムイオン 

カルシウムイオンは、空気中の炭酸ガスに接触することにより不要性の炭酸カル

シウムを生成し、スケール障害（スケールの付着による配管閉塞や機器の負荷増加、

処理機能の低下等）の原因となります。 

  塩化物イオン 

塩化物イオンは、高濃度となることにより、金属腐食やコンクリート強度の低下、

生物処理機能低下（微生物活性の阻害）、放流先での塩害が生じます (放流先が海域

の場合は対策不要）。 

  ダイオキシン類 

ダイオキシン類は、ダイオキシン類対策特別措置法により、埋立処分するばいじ

んに基準が設けられているため、最終処分場でのダイオキシン類汚染リスクは低減

しているが、環境汚染の観点から留意すべき事項に挙げられます。 

  重金属類 

重金属類は、放流先に影響を与えるため、除去できるように対策が必要です。 
 

  処理フローでの対策（本編 図 8 における各プロセスの役割） 

  浸出水調整設備 

降雨等による浸出水量の増減に対するバッファとして設置します。 

  カルシウム対策プロセス 

処理フローの前段に設置することで、後工程でのスケール障害を防止します。 

  生物処理プロセス 

浸出水中に含まれる BOD の除去を主目的として設置します。 

  凝集沈殿プロセス 

浸出水中に含まれる SSや重金属、ダイオキシン類の除去を目的として設置します。 

  砂ろ過処理プロセス 

浸出水中に含まれる SSやダイオキシン類の除去を目的として設置します。 

  高度処理プロセス 

活性炭吸着によるCODと色度の除去、キレート処理による重金属の除去を行います。 

  消毒プロセス 

処理水内の大腸菌群数を 3,000 個/cm3以下とするため設置します。 
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９．次期処分場 平面図・断面図 案 

次期処分場の平面図・断面図 案を次頁に示します。 

なお、平面図・断面図 案は、地形等を考慮せずに模式的に示したものであるため、今

後、決定した候補地の地形等を踏まえて、改めて作成する必要があります。 

 

  



浸出水処理施設 洪水調整池

縮尺A3 1/500オープン型処分場　平面図　埋立容量20,000ｍ3 

搬入路

管理道路

埋立地

埋立容量：22,000㎥
埋立面積：5,400㎡

堰
堤

※地形等を考慮せずに模式的に示したものである

処理能力
16t/日

オープン型処分場 平面図 案

オープン型処分場断面図　埋立容量20,000ｍ3 縮尺A3 1/500

堰堤

浸出水処理施設

洪水調整池

※地形等を考慮せずに模式的に示したものである

処理能力
16t/日

埋立地

埋立容量：22,000㎥
埋立面積：5,400㎡

オープン型処分場 断面図 案
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浸出水処理施設

洪水調整池

クローズド型処分場　平面図　埋立容量20,000ｍ3 縮尺A3 1/500

搬入路

管理道路

堰堤

※地形等を考慮せずに模式的に示したものである

埋立地

埋立容量：22,000㎥
埋立面積：2,200㎡

処理能力
8t/日

集水ピット

被覆型処分場 平面図 案

クローズド型処分場　断面図　埋立容量20,000ｍ3 縮尺A3 1/500

浸出水処理施設

被覆施設

集水ピット

※地形等を考慮せずに模式的に示したものである

埋立地

埋立容量：22,000㎥
埋立面積：2,200㎡

処理能力
8t/日

被覆型処分場 平面図 案
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１０． 処分場の視察 

本業務では、近年、中国地方にて建設された最終処分場の視察を行いました。視察先

は、オープン型と被覆型、それぞれ 1施設ずつとしました。（視察日 オープン型：令

和 2年 11 月 13 日、被覆型：令和 2年 12 月 10 日） 

 

(1) 視察先の施設概要 

視察先の施設概要は、以下のとおりです。 

 

オープン型の視察先 

  施設名  総社市一般廃棄物最終処分場 

  埋立開始  平成 30 年 4 月 

  埋立容量  114,000 ㎥ 

  埋立対象物  焼却残渣、焼却不燃物、不燃残渣、がれき類・土砂等の廃棄物 

  埋立期間  15 年間 

  浸出水処理施設 処理能力 60 ㎥/日 

   処理方式 薬品による凝集沈殿処理 

     接触ばっ気による生物方式 

   放流水質 pH  5.8～8.6 

     BOD  10mg/L 以下 

     COD  15mg/L 以下 

     SS  10mg/L 以下 

     ｶﾙｼｳﾑｲｵﾝ 100mg/L 以下 

     ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類 10pgTEQ/L 

     大腸菌群数 3,000 個/mL 以下 

 

被覆型の視察先 

  施設名  大田市不燃物処分場 

  埋立開始  平成 27 年 10 月 

  埋立容量  50,000 ㎥ 

  埋立対象物  不燃残渣、漂着ごみ、災害ごみ 

  埋立期間  15 年間 

  浸出水処理施設 処理能力 10 ㎥/日 

   処理方式 凝集沈殿(ｶﾙｼｳﾑ除去)＋砂ろ過＋下水道放流 

   放流水質 pH  5.8～8.6 

     BOD  60mg/L 以下 

     SS  60mg/L 以下 

     ｶﾙｼｳﾑｲｵﾝ 100mg/L 以下 

     ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類 10pgTEQ/L 

     大腸菌群数 3,000 個/mL 以下  
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(2) 視察先での確認事項 

視察先では、候補地選定や施設の検討経過等を確認しました。 

 

オープン型 視察先での確認事項（総社市一般廃棄物最終処分場） 

１．候補地選定 

① 候補地選定では、不適地エリアを除外した区域から、旧処分場を含む 3 箇所の候補

地を抽出し、比較検討を行った。比較検討の結果、旧処分場周辺となった。 

② 3 箇所の抽出条件は、市全体を見て、古墳等が無く、法規制の掛からない場所とし

た。 

③ 候補地選定は市主導で実施している（委員会等による評価・選定は実施していな

い）。 

④ 新処分場の位置は、旧処分場の北側と東側のどちらで整備するかを検討し、地権者

と協議によって、東側となった。 

２．地元対応 

① 住民対応としては、処分場下流側の地域住民と漁協への説明を行った。なお、新処

分場建設に対して理解があったため、早期に了解が得られた。 

② 地権者は 8名であった。 

③ 地元還元施設の整備、地元への補助金交付等は実施していない。 

④ 旧処分場整備の際は、元昭和町職員が整備に向けた調整を進めたので、理解が得や

すかった。 

３．埋立容量の設定 

① 埋立容量は、ごみ処理基本計画の推計値を参考に、15年分の埋立量を確保できるよ

うに設定した。 

② 焼却残渣が埋立量の半分を占めている。 

③ 災害廃棄物の埋立量は考慮していない。 

４．その他 

① クローズド型は、整備費か高額となるため、選択しなかった。 

② 跡地利用はまだ未定であるが、災害廃棄物の仮置き場所とすることを想定してい

る。 

③ 市民の持ち込みも可能としている。ただし、処分場までの道が狭く、市民にとって

は持ち込みにくい。 
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被覆型 視察先での確認事項（大田市不燃物処分場） 

１．候補地選定について 

① 行政主導で 5 箇所の候補地を抽出した。 

② 抽出した 5箇所については、コンサルタントにて比較評価を行い、庁内の検討委員

会により 1箇所に選定した。 

③ 地元交渉は、候補地が 2地区に跨っているため、それぞれの地区に対して実施した。 

④ 地権者から了承が得られなかったため用地取得が出来なかった場所がある（調整池

No.2 の東側、覆土置場の東側）。 

⑤ 処分場整備にあたり、地元対策として道路等の補修を実施した（補助金なし）。 

２．埋立地について 

① 災害廃棄物の埋立量は、過去の大田市での被災事例を参考に設定している。 

② 焼却灰は、現在、出雲エネルギーセンターにてスラグ・メタル化されている。 

③ 出雲エネルギーセンター停止後は、川本町内で可燃ごみを焼却処理する。そして、

発生した焼却灰は、川本町内で埋立する予定である。 

④ クローズド型の採用理由は、前処分場にてごみが飛散したことにより地元住民から苦

情が出ていたことから、被覆施設により飛散防止を行う必要があったためである。 

⑤ 被覆施設では、屋根に瓦を採用（地場産業の活用）しているため、荷重に耐えられ

るよう部材を大きくしている。また、埋立地内に光が入らず、昼間でも暗い。 

⑥ 散水は、1日 1回の頻度で 3 ㎥としている。なお、散水には、自然由来の有害物混

入を防ぐため、上水を用いている。 

⑦ 即日覆土は実施しておらず、中間覆土のみを計画している。 

⑧ 埋立容量は 50,000 ㎥であるが、5 年間供用して、埋立済み量は約 5,000 ㎥である。 

⑨ 次期処分場は、現在の覆土置場周辺で整備することを想定している。 

３．浸出水処理施設について 

① 浸出水処理施設の施設規模は、降雨量を基に算出している 

② 処理水は、処分場最寄りの下水管渠へ、下水放流を行っている。 

③ 下水道放流水質は、メーカー提案の数値を採用し、保証値として設定している。 

④ 凝集沈殿処理装置をほとんど稼働しなくても、下水道放流水質を満足できている。 

４．その他 

① 処分場敷地内の空きスペースに、災害ごみを仮置きしたことがある。 

② 軟弱地盤の発見や、東日本大震災で人手不足が生じたことにより、当初予定より工

事が遅れた経過がある。 

③ 建設反対を誘導した活動家（大学教授を巻き込んで反対活動を主導）が市内に住所

を移して活動していたため、行政としては対応に苦慮した。 
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１１． 候補地選定方式 

次期処分場の整備にあたり、まずは、候補地選定・地元調整を行う必要があります。 

候補地選定・地元調整は、益田市における候補地選定事例を参考に進めます。 

 

(1) 選定方法の種類 

候補地の選定方式は、一般的に、以下の 3 種類があります。 

最終処分場の場合、これまでは行政主導で行うケース（直接決定方式）が多かったで

すが、近年は、積極的な情報公開という観点から、委員会方式や公募方式を採用する事

例が増えています。 

 

表 14 選定方式の概要 

選定方式 選定の概要 

１．直接決定方式 候補地抽出 

行政により抽出した土地。 

選定方法 

行政が単独で評価基準を設定し、抽出した土地の中から、 

候補地を選定する。 

２．委員会方式 候補地抽出 

行政及び委員会により抽出した土地。 

もしくは、一般市民等から情報提供された土地。 

選定方法 

委員会で評価基準を設定し、抽出した土地の中から、 

候補地を選定する。 

３．公募方式 候補地抽出 

必要な条件を示し、候補地の公募を行う。 

選定方法 

委員会で評価基準を設定し、公募された土地の中から、 

候補地を選定する。 
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(2) 益田市における候補地選定事例 

益田市における候補地選定事例を見ると、以下のとおり、行政（委員会含む）が主導

で候補地選定を進めています。 

 

事例の特徴 

  行政（委員会含む）で候補地を選定し、地元交渉を行っている。 

  地元の了解が得られなければ、再度、行政（委員会含む）で候補地を選定し、

その他の候補地で地元交渉を行っている。 

  候補地の公募は実施していない。 

 

 

益田市における候補地選定事例 

益田地区広域クリーンセンターの例 

平成 13 年 3 月 益田市外四町村清掃組合主導で候補地を選定。 

平成 13 年 6-7 月 構成市町協議会にて、ごみの運搬効率、関連施設への距離など

により、賛同が得られなかった。 

平成 14 年 2 月  益田地区広域市町村圏事務組合移行準備委員会にて、上記とは

他の場所を候補地として選定。 

平成 14 年 2 月   新焼却場建設適地について理事決裁が下りる。 

平成 14 年 4-5 月 自治会、予定地権者と協議。 

以降、事業に着手 

 

益田市斎場「松聖苑」の例 

平成 6年 8月 斎場建設検討委員会にて候補地を選定。 

平成 6年 10 月 地元説明を実施。 

平成 6年 11 月 基本的には反対（地域開発、周辺整備を検討するなら話を聞く）。 

平成 7年 3月 斎場建設計画を白紙撤回。 

平成 7年 4月 他の場所を候補地として視察、検討、選定。 

平成 7年 7月 地元説明を実施。 

基本的には協力するが、上水道への切り替えが前提条件。また、

若干の地元対策を要望。 

平成 7年 7月 地権者に説明。 

以降、事業に着手 

 

  



資料編 32 

 

 

(3) 次期処分場の候補地選定 

次期処分場の候補地選定方式は、過去の事例を参考に、行政（委員会含む）主導で候

補地選定を進めます。候補地選定の流れは、以下のとおりです。 

 

候補地選定の流れ 

① 行政（委員会含む）主導で複数の候補地を抽出。 

 ・法規制、地理条件、災害履歴 

 ・地形、最終処分場の整備可否 など 

② 行政（委員会含む）主導で抽出した候補地を評価。 

 ・周辺環境、アクセス道の状態 

・市街地や他の廃棄物処理施設との位置関係 

・敷地造成の容易さ など 

③ 評価結果を踏まえて、1つの候補地を選定。 

 

 

(4) 地元交渉の流れ 

地元交渉では、地元住民に次期処分場の必要性だけでなく、設備の構造や安全対策、

維持管理計画等を説明し、理解を求める必要があります。 

そのため、地元交渉は、以下の検討を行った上で実施します。 

 

地元交渉にあたっての検討事項 

  ・各設備の構造 

貯留構造物、遮水構造、雨水排水設備、保有水排水設備、浸出水処理設備 等 

  ・安全対策 

汚水の漏洩防止や降雨に対する防災設備 等 

  ・廃棄物の運搬計画 

廃棄物の搬入車両、搬入頻度 等 

  ・維持管理計画 

埋立作業方法、汚水処理の方法、放流水質の監視状況、環境測定の項目、 

防災設備および雨水排水設備の保全方法 等 

  ・鳥瞰図 

    オープン型、被覆型の処分場イメージ 



 

 

 

 

 

 

 

参 考 資 料 
 

 

１．体積換算係数 

２．覆土量 

３．埋立期間 

４．浸出係数 

５．液固比、浸出水調整設備 

６．オープン型の浸出水処理施設 

施設規模計算例 

７．災害廃棄物の最終処分量 

 





参考資料 1

埋立処分場における浸出液処理システム設計指針および解説(案)

体積換算係数

体積換算係数

焼却灰 m
3
/t 0.77

不燃主体 m
3
/t 0.63～2.34（平均1.16）

真砂土 m
3
/t 0.56

項目



参考資料 2

平
均
1
.
7
9
t
/
㎥
 
→
 
真
砂
土
の
体
積
換
算
係
数
　
0
.
5
6
㎥
/
t

廃棄物最終処分場整備の計画・設計・管理要領 社団法人 全国都市清掃会議



参考資料 3

廃棄物処理施設整備計画書の提出について
(平成11年9月2日　衛環第74号)より

２．覆土量



本文へ 音声読み上げ・文字拡大

トピックス一覧 新着情報一覧

ホーム 環境省のご案内 政策分野・行政活動 環境基準・法令等 白書・統計・資料 申請・届出・公募

法令・告示・通達

ホーム > 法令・告示・通達 > 廃棄物最終処分場の性能に関する指針について

廃棄物最終処分場の性能に関する指針について

公布日：平成12年12月28日
生衛発1903号

［改定］
平成14年11月15日 環廃対726号

(厚⽣省⽣活衛⽣局水道環境部⻑から各都道府県知事あて)
 今般、厚⽣省として、別添の「廃棄物最終処分場性能指針」(以下「性能指針」という。)を定めたので、貴管
下市町村等に対する周知、助言方よろしくお願いする。
 なお、平成一三年度以降新たに着手する廃棄物最終処分場に係る国庫補助事業から、性能指針を廃棄物処理施
設整備費国庫補助金交付要綱(昭和五三年五月三一日付け厚⽣省環第三八二号厚⽣事務次官通知)(以下「交付要
綱」という。)通則3に定める細目基準の一つとする予定である。
 おって、左記の点に留意されたい。

記

一 平成一二年度以前に着手した廃棄物最終処分場に係る国庫補助事業については、「廃棄物処理施設整備国庫
補助事業に係る施設の構造に関する基準について」(昭和五四年九月一日付け環整第一〇七号厚⽣省環境衛⽣局
水道環境部⻑通知)別添の「廃棄物最終処分場指針」(以下「構造指針」という。)に基づき実施するものとす
る。

二 平成一三年度新たに着手する廃棄物最終処分場に係る国庫補助事業については、性能指針により難い場合
は、構造指針に基づき実施することも可能とする予定である。

三 廃棄物最終処分場における国庫補助対象設備の範囲は、当分の間、従来どおりとする。

別表
  廃棄物最終処分場性能指針

第一 総則

  廃棄物の最終処分場は、その安全性や信頼性の向上を図りつつ、廃棄物処理施設を整備していくことが不可
欠であるとの観点から、⽣活環境の保全上最低限満たすべき技術上の基準として、廃棄物の処理及び清掃に関す
る法律に基づき、構造、維持管理及び廃止に関する基準(以下「基準省令」という。)を定めているところである
が、円滑かつ高度な廃棄物処理を推進することが強く求められているとともに、新技術の導入が速やかに行える
よう配慮する必要があることにかんがみ、基準省令と同等以上の能力を有する一般廃棄物最終処分場の性能に関
する事項とその確認方法を示すものとする。
  なお、水面埋立処分の場合等において、基準省令に基づき設置が必要とされていない設備については、本性
能指針により当該設備の設置を求めるものではない。
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 16  堅型保有水等集排水設備

   保有水等集排水設備のうち、埋立地内部に鉛直に設置されるものを堅型保有水等集排水設備という。

 17  通気設備(発⽣ガス排除設備)

   埋立地から発⽣するガスを排除するために埋立地内部に設置される堅型通気設備(堅型保有水等集排水設
備を兼用するものを含む。)又は法面に設置される通気設備をいう。

 18  物理化学的処理

   浸出液を凝集沈殿処理、砂ろ過、活性炭処理など物理化学的に処理することをいう。

 19  ⽣物化学的処理

   浸出液を⽣物化学的に処理することをいう。

 20  浸出液

   埋立地の外に排出された保有水等をいう。

 21  浸出液処理設備

   浸出液を物理化学的又は⽣物化学的処理方式等により処理する設備をいう。

 22  調整池

   保有水等集排水設備により集められ、浸出液処理設備に流入する浸出液の水量及び水質を調整できる耐水
性の設備をいう。

 23  降水強度

   埋立処分期間と同じ期間(年数)における過去の一日当たりの降水量の実測値(以下、「既往日降水量」と
いう。)などをもとに合理的な方法で算出された降水量をいう。

 24  一年間連続運転

   通常の休業停止等による停止を除き、一年間を通して安定して連続稼働する運転をいう。

 25  試験運転期間

   最終処分場の試験運転を開始した時点から、試験運転を完了した時点までの間の運転期間をいう。

 26  実証試験

   開発技術の機能、性能等を確認するために行われる試験をいう。

 27  実証設備

   実証試験において用いられる設備をいう。

 28  実用施設

   機能、性能等が確認され、実用に供されている施設をいう。

 29  安定稼働

   故障等により施設の運転停止(点検、清掃、調整、部品交換等に必要な短時間の運転停止を除く。)するこ
となく、安定した運転が支障なく維持できる状態をいう。

 30  模擬浸出液

   計画する水質の浸出液に類似した水質に人工的に調製した水をいう。

第四 廃棄物最終処分場

 1 埋立処分容量

  (1) 性能に関する事項

    計画する埋立処分を行う期間内(一五年間程度を目安とし、これにより難い特別な事情がある場合に
は、必要かつ合理的な年数とする。)において、⽣活環境保全上支障が⽣じない方法で埋立処分可能な容量を有
すること。

  (2) 性能に関する事項の確認方法

    計画する埋立処分を行う期間における各年次の計画年間埋立処分容量の総和に覆土容量を加算した容量
を有することを確認すること。

 2 遮水工
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